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設 置 根 拠 
日本国有鉄道改革法、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法

律 

所 掌 事 務 旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業の経営等 

管 轄 区 域 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

個 人 情 報 

保 護 窓 口 

担当：総務部総務課 

TEL（087）825－1622 

（注）個人情報に関する相談等は、総務部総務課で担当窓口を案内しています。 

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

四国旅客鉄道株式会社に関する相談 

担当：総務部総務課 

TEL（087）825－1622 

 


